
無料相談会を開催します！ 

    ・親族じゃないけど…お世話になったあの人に財産を受け取ってほしい。

    ・世話してくれた長女に多く渡したい。そんな事できる？ 
    ・もしかして、うちも「争続」予備軍？？ 

    ・おひとりさまの自分の将来が不安…。何かやっておく事ってあります？ 
    ・故郷の母が認知症かもしれない…。これからどうすれば良いの？ 
    ・私がいなくなったら、知的障がいのあるあの子のことが心配…。 

    ・親が再婚同士。ぶっちゃけ誰が相続人になるのか分からない！ 
    ・考えたくないけど、突然その時が来たらどうしますか？ 
    ・遺産分割協議書ってどうやって書くんですか？どこに聞いたらいいの？ 

 

日本行政書士会連合会

公式キャラクター 
ユキマサくん 

 

第 18 回 あいあいまつりで 

例えばこんな事を相談できます。 

遺言書 

成年 
後見 

相 続 

日時：2 月 8 日（土） 10：30〜15：30 
場所：福島区⺠センター 
   コスモスおおさか出店ブースにて 

コスモスおおさか 検索 

～お問い合わせは～  ☎ＴＥＬ：０６－６９４３－７５１７ 
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部（コスモスおおさか） 

大阪市中央区南新町１丁目３番７号 大阪府行政書士会館内 

URL http://cosmos-osaka.com/ 


